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コンテンツ 

今回の弊社Gran t  T h o r n t on  V i e t n amのニュースレターでは、以下の通り、新しい法令および税  

に関する新しいイダンスについての最新情報をご案内させて頂きます。  

1.  2.  3.  

4. 

新しい最低賃金額に基づく社
会保険料計算根拠となる給
与額の改定手続きを2019年
2月2 8日までに実施するよう
ホーチミン市社会保険局が
要請  

活動規模の拡大、投資資本
の増額を伴わない事業内容
の追加は拡張投資プロジェク
トの優遇措置を受けられない  

非E P E企業へサービスを提
供するE P E企業に関わる税
務問題  

製造のため使用する目的で外
国から無償貸与を受けた貨物
に関わる輸入関税の還付  

5.  

辞令による給与費用の損金算入
条件  
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       新しい最低賃金額に基づく社会保険料計算根拠となる給与額の

改定手続きを2019年2月28日までに実施するようホーチミン市社

会保険局が要請 

 

1. 

2 0 1 9年1月1日からの社会保険料、健康保険料、失業保険料、労働災害・職業病保険料の

納付実施に関するガイダンスとして 2 0 1 8年1 2月2 0日付けO f f i c i a l  L e t t e r  2 7 1 7 / B H X H -

Q LTがホーチミン市社会保険局から発行されました。  

 

 
具体的には、2 0 1 9年1月1日以降、雇用主は、労働管轄当局へ届出済みの職種別給与

テーブルにおける最低賃金額を再確認して、D e c r e e  1 5 7 / 2 0 1 8 / N D - C Pの規定に基づく

新しい地域別最低賃金額よりも低くてはいけないという原則に基づいて適切な改定を行う必

要があります。この原則に基づいて、社会保険料、健康保険料、失業保険料、労働災害・職

業病保険料の計算根拠となる労働契約に記載される給与・賃金を、作成済みの職種別給与

テーブルに沿うよう労働者毎に改定するようホーチミン市社会保険局が企業へ要請していま

す。  
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     最も単純な仕事を行う労働者との労働契約を締結する際には、地域別最低賃金額よりも低くない

給与額にして、社会保険料、健康保険料、失業保険料および労働災害・職業病保険料を納付す

る必要があります。但し、職業訓練・研修を経た労働者の給与額は、地域別最低賃金額より 7 %以

上高くする必要があります。  

上記期限を過ぎても改定をしていない場合、規定に基づく改定書類が雇用主から提出されるまでの

間、社会保険当局側は、暫定的に、最も単純な仕事をする労働者に対する社会保険料、健康保険

料、失業保険料および労働災害・職業病保険料の計算根拠となる給与額を新しい最低賃金額と同

額に改定し、そして、職業訓練を経た仕事をする労働者に対しては 7 %を加えた額に改定します。社

会保険当局による保険加入状況の確認や各種制度の利用を受けることができるのは、規定による

地域別最低賃金額の改定書類を提出した後になります。  

ホーチミン市社会保険局によれば、雇用主は、社会保険料、健康保険料、失業保険料および労

働災害・職業病保険料の計算根拠となる給与額を新しい地域別最低賃金額に基づいて改定す

る書類を遅くとも2 0 1 9年2月2 8日までに提出しなければなりません。  
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活動規模の拡大、投資資本の増額を伴わない事業内容の追加

は拡張投資プロジェクトの優遇措置を受けられない 

 

 
      投資証明書に追加した事業内容に対する法人所得税の優遇措置に関するガイダンスとして 2 0 1 8年

1 2月1 7日付けO f f i c i a l  L e t t e r  8 2 3 7 1 / C T- T T H Tがハノイ市税務局から発行されました。  

 

 

 

2. 

活動中の既存プロジェクトに対しては、優遇措置の条

件が満たされていれば、引き続き残りの期間に対する

優遇措置を享受することができます。  

 

このガイダンスによれば、事業内容の追加を目的とす

る投資証明書の変更を行うが、当該事業内容の変更

が、活動中である投資プロジェクトの活動規模の拡大

につながらず、投資プロジェクトの投資資本も増額さ

れない場合、拡張投資プロジェクトとは見なされず、

従って、拡張投資に対する優遇措置を受けることはで

きません。  
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非EPE企業へサービスを提供するEPE企

業に関わる税務問題  

 

 

       非EPE企業に対してサービスを提供するEPE企業に対する税務に関するガイダン

スとして2018年12月13日付けOff i c ia l  Le t te r  81739/CT-TTHTがハノイ市税務

局から発行されました。  

        

 

。  

3. 

 法人所得税については、事業内容として追加した金型の修理・保守サービスが、当

初に届出した投資プロジェクトの範囲に含まれておらず、事業内容を追加した際に新

規投資プロジェクトまたは拡張投資プロジェクトを持たず、また、投資資本の増額もし

ていない場合、当該金型の修理・保守サービスに対する法人所得税の優遇措置を受

けることはできません  

EPE企業は、税務登録をした申告方法が控除法か直説法かにより、VATインボイス

またはセールス・インボイスを発行します。  

        

 

同時に、当該活動は付加価値税の課税対象となるため、当該サービスの提供を行う

活動に関しては、会計処理を区別すること、そして、付加価値税の申告・納税を行うた

めに税務当局への届出が必要となります。非EPEに対する金型の修理・保守サービ

スに関わる付加価値税の計算方法は、法令の規定に基づく付加価値税の申告書に従

い確認されます。   

ハノイ市税務局によれば、非EPEに対して金型の修理・保守サービスを提供する契

約をEPE企業が締結する場合、非EPEへの加工活動を行う許可を得ている必要があ

ります。  
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      製造のために使用する目的で外

国のパートナーから無償貸与を

受けた後に返却すべく再輸出す

る貨物に関わる輸入関税還付に

関するガイダンスとして2018年

12月18日付けOff i c i a l  Le t te r  

7 4 4 7 /TC H Q - T X N Kが税関総局

から発行されました。  

      輸出入関税法によれば、製品の試

験・研究開発のために仮輸入および

再輸出する機械設備は免税対象とな

ります。しかしながら、税関総局の本

ガイダンスによれば、製造のために

使用する目的で無償貸与契約により

輸入した貨物をその後に外国のパー

トナーへ返却すべく再輸出する場合

は、上述した法令の規定に基づく試

験活動ではなく、従って、輸入関税の

免税対象には該当しません。  

      その他、製造のために使用する目的

で無償貸与契約により輸入してその

後に外国へ返却すべく再輸出する貨

物は、Ci rcu la r  45 /2013 /TT-BTC

第9条の規定による減価償却の原則

を満たしませんので、輸入関税の還

付条件も満たしません（輸入関税の

還付額は、ベトナムでの使用・保管期

間に基づく再輸出時の残存価額に従

い計算されますので、使用価額が無く

なっている貨物の場合には納付した

輸入関税は還付されません）。  

製造のため使用する目的で外国から無償貸与を受けた貨

物に関わる輸入関税の還付 

 

 

4. 
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      法人所得税に関するガイダンスとして2018年12月14日

付けOff i c ia l  Le t te r  13276 /CT-TTHTがホーチミン市

税務局から発行されました。  

      

      このガイダンスによれば、日本の親会社からの辞令によ

り日本人従業員が製造事業活動のためにベトナムへ赴

任をする場合、辞令の中に、給与、勤務条件、雇用関係

における労働者と雇用主の権利および義務に関する合意

など労働契約の内容が漏れなく表記されており、同時に、

外国人が労働法の規定による労働者と認定されて労働

許可証の発行を受け、そして、給与、賞与についてもその

受給条件および金額が具体的に辞令に記載されている

場合、  外国人労働者へ支払う給与費用および賞与費用

は法人所得税を計算する際の損金として認められます。  

辞令による給与費用の損金算入条件  5. 
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Learning Objectives 

Contacts 
こ の ニ ュ ー ス レ タ ー は 、 情 報 提 供 の み を 目 的 と し て 作 成 し て お り ま す 。 不 正 確 ま た は 不 完
全 な 情 報 、 ま た は 、 G r a n t  T h o r n t o n  V i e t n a m  の正式 な 事 前 ア ド バ イ ス な く 、 こ れ ら
情 報 の 利 用 か ら 発 生 し た 損 額 に つ い て 、  G r a n t  T h o r n t o n  V i e t n a m  は責任 を 負 い ま
せ ん 。  

今回の ニ ュ ー ス レ タ ー の 情 報 を 利 用 す る 必 要 が あ る 場 合 、 G r a n t  T h o r n t o n  V i e t n a m  
か ら ご 支 援 が 必 要 な 場 合 、 弊 社 の 専 門 家 へ ご 連 絡 下 さ い 。  

ニュースレターのダウンロードは 

下記サイトへアクセス下さい。  

grantthornton.com.vn 
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